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国
民
年
金
保
険
料
は
コ
ン
ビ

ニ
で
も
納
付
で
き
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
、
金

融
機
関
や
郵
便
局
の
ほ
か
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
16
年
２
月
以
降
に
発
行
さ
れ

た
納
付
書
に
は
、
バ
ー
コ
ー
ド
と
取

り
扱
い
店
が
印
刷
さ
れ
て
い
て
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
営
業
時
間

内
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
が
減
額
さ
れ
た
り
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
給
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

e

武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
1

56
―
１
４
１
１

11
月
は
国
民
健
康
保
険
税

第
5
期
の
納
期
で
す

平
成
16
年
度
国
民
健
康
保
険
税
第

Ｑだれでも苦情を申し立てることができますか？

Ａ総合オンブズマンへの苦情は、市の行政に対
して利害を持つ方であれば、誰でも申し立て

ることができます。したがって、市民の方はもち
ろん、市外在住者、外国人、法人などの団体でも、
苦情の事実について利害関係があれば、苦情を申
し立てることができます。

Ｑどのような苦情を申し立てることができますか？

Ａ市の機関が行っているサービスや、これに関
連する職員の行為について、利害関係があれ

ば、違法、不当、不公平、不適切などと感じた事
項について苦情を申し立てることができます。

Ｑ調査をしない事項はありますか？

Ａ次の事項については、総合オンブズマンの所
管外事項として調査を行わないことになって

います。
・判決、裁決などにより確定した権利関係に関す
る事項
・裁判などで係争中の事案に関する事項
・法令又は条例の規定による不服申立て機関など
の職務に関する事項
・議会に関する事項
・職員の自己の勤務内容に関する事項
・総合オンブズマンによりすでに苦情の処理が終
了している事項

また、これらの所管外事項に加え、総合オンブ
ズマンが、苦情申立人自身の利害に関する苦情で
はないと判断した場合や、虚偽の申立てであるこ
とが判明した場合などについては調査しないこと
があります。

総合オンブズマンには、弁護士の山�源三
やまざきげんぞう

さんと杏林大学医学部教授の武見李子
たけみももこ

さんが就任していま

す。総合オンブズマンへの相談は予約制となっていますので、事前に電話でご予約ください。

行政により不利益を被ったら総合オンブズマンに相談を

苦情の申立方法

相談日（午後1時30分～4時30分） 総合オンブズマン執務者名
11月25日E

山ì 源三
12月02日E

12月09日E
武見　李子

12月16日E

01月06日E 山ì 源三
01月13日E 武見　李子

苦情処理の流れは
どのようになっていますか？

総合オンブズマン相談室や市政窓口などに備え付けの苦情申
立書に必要事項を記入して、総合オンブズマン相談室に提出
する。

苦情内容が調査の対象になるものであれば、総合オンブズマ
ンが申立人と面談を行う。
（毎週木曜日、午後1時30分～4時30分、要予約）

総合オンブズマンが関係書類や記録を閲覧したり、関係者に
事情を聴いたりして調査を行う。

調査の結果は、原則として、調査を開始した日の翌日から起
算して45日以内に苦情申立人および市の機関に通知する。

必要な場合は、市の機関に対して、意見を述べたり、サービス
是正についての勧告や制度改善の提言を行う。

そのほか
◇苦情の申し立ては、市役所に来られない方のために、
郵送、ファクスでも受け付けます。
◇身体が不自由などの理由により苦情申立書の記載が困
難な方については、事務局が代筆します。

e相談・情報センター1内線2215
548-2810

総合オンブズマン執務予定表（11～1月分）

５
期
の
納
期
限
は
、
11
月
30
日
c
で

す
。
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

納
税
通
知
書
が
見
当
た
ら
な
い

方
、
納
税
に
関
す
る
相
談
（
分
割
納

付
な
ど
）
を
ご
希
望
の
方
は
、
係
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
に
は
、
安
心
・
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、
保
険

課
（
市
役
所
１
階
⑨
番
窓
口
）、
各

市
政
窓
口
、
指
定
金
融
機
関
、
郵
便

局
へ
①
納
税
通
知
書
、
②
預
金
通
帳

の
届
出
印
、
③
預
金
通
帳
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

e

保
険
課
1
内
線
２
３
９
１

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

未
納
者
宅
を
訪
問

市
で
は
、
平
成
16
年
度
の
市
税

（
市
民
税
・
固
定
資
産
税
な
ど
）
と

国
民
健
康
保
険
税
の
早
期
納
付
を
促

進
す
る
た
め
、
12
月
３
日
f
〜
12
日

a
に
土
・
日
曜
日
を
含
め
て
市
税
の

未
納
者
の
お
宅
へ
、
管
理
職
・
係
長

職
の
職
員
が
訪
問
し
ま
す
。

あ
わ
せ
て
納
税
課
・
保
険
課
職
員

に
よ
る
訪
問
･
電
話
催
告
を
行
な
い

ま
す
の
で
、
早
期
納
付
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
期
間

12
月
３
日
f
〜
12
日
a

平
日
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７

時
、
土
・
日
曜
日
＝
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

◆
電
話
催
告

平
日
＝
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
８
時
30
分
、
土
・
日
曜

日
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
市
の
職
員
は
身
分
証
明
書
を
持

っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

【
臨
時
納
税
相
談
窓
口
】

市
で
は
、
平
日
の
窓
口
延
長
と

土
・
日
曜
日
の
臨
時
窓
口
の
開
設
を

し
ま
す
。
夜
間
や
土
・
日
曜
日
し
か

時
間
が
取
れ
な
い
方
は
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◆
場
所

市
役
所
１
階
保
険
課
、
２

階
納
税
課

◆
平
日
の
延
長

12
月
３
日
f
〜

10
日
f
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７

時
30
分

◆
土
・
日
曜
日
の
開
設

12
月
４
日

g
、
５
日
a
、
11
日
g
、
12
日
a

の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◆
相
談
・
納
付
（
納
入
）
で
き
る
税

目

市
民
税
･
都
民
税
（
普
通
徴

収
・
特
別
徴
収
）、
固
定
資
産
税

（
償
却
資
産
を
含
む
）
・
都
市
計
画

税
、
軽
自
動
車
税
・
法
人
市
民
税
、

国
民
健
康
保
険
税

e

納
税
課
1
内
線
２
４
２
１
・

保
険
課
1
内
線
２
３
９
１

平
成
16
年
分
の
年
末
調
整
・

給
与
支
払
報
告
書
作
成
な
ど

の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

◆
開
催

11
月
24
日
d
①
午
前
10

時
〜
正
午
、
②
午
後
２
時
〜
４
時
、

い
ず
れ
も
三
鷹
市
公
会
堂
ホ
ー
ル

で
。※

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。

〜
11
時
30
分
、⑥
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
。

※
②
、
③
、
⑤
、
⑧
は
不
動
産
所

得
が
中
心
で
す
。

※
各
会
場
と
も
、
車
で
の
ご
来
場

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

e

武
蔵
野
税
務
署
1
53
―
１
３

１
１
内
線
415

都
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集（
地
元
割
り
当
て
）

市
内
に
あ
る
都
営
住
宅
の
入
居
者

を
募
集
し
ま
す
。

◆
募
集
内
容

あ
き
家
１
戸
（
３
Ｄ

Ｋ
）※

３
人
以
上
の
世
帯
が
対
象

※
今
回
は
単
身
者
の
募
集
は
あ
り

ま
せ
ん
。

◆
入
居
資
格

①
申
込
者
が
市
内
に

居
住
し
て
い
る
こ
と
、
②
同
居
親
族

が
い
る
こ
と
（
３
人
以
上
の
世
帯
で

な
い
と
入
居
で
き
ま
せ
ん
）、
③
世

帯
の
所
得
が
基
準
内
で
あ
る
こ
と
、

④
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
（
自
家

所
有
者
や
公
的
な
住
宅
の
入
居
者
は

原
則
と
し
て
申
込
め
ま
せ
ん
）。

◆
申
込
書
・
募
集
案
内
の
配
布

11

月
22
日
b
〜
30
日
c
の
平
日
、
ま
ち

づ
く
り
建
築
課
（
市
役
所
５
階
y
番

窓
口
）・
各
市
政
窓
口
で
。

※
三
鷹
駅
市
政
窓
口
は
、
平
日
は

午
後
７
時
30
分
ま
で
、
27
日
g
は
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
ま
で
配
布

▼
郵
送
で
、
12
月
２
日
e
ま
で
に
市

役
所
に
届
い
た
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
（
窓
口
で
の
直
接
申
し
込
み

は
で
き
ま
せ
ん
）。

く
わ
し
く
は
募
集
案
内
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

e

ま
ち
づ
く
り
建
築
課
1
内
線

２
８
６
７

「あんしん歩行エリア」では、ひとや自転
車を優先することにより、生活道路におけ
る通過交通を抑制し、歩行者などが安心し
て移動できるバリアフリーの「歩行ネット
ワーク」をつくり出します
●コミュニティ・ゾーン形成事業など実施
されてきた住区ゾーン内での安全対策
（速度抑制策、歩車共存道、狭さく、イメ
ージハンプなど）を行ないます。
●エリア外周の幹線道路で交通円滑化対策
による通過交通をできるだけ排除します。
e道路交通課1内線2845

～「クルマ」中心から「ひと」中心の転換へ～

都内では、交通事故死者の約半数を歩行
者と自転車利用者が占めています。また、
歩行中の交通事故死者の約5割が自宅付近で
事故にあっています。
このような状況から東京都は平成15年7月
に、事故発生割合の高い都内26ヵ所を「あ
んしん歩行エリア」に指定し、安心して暮
らせるまちづくりを目指して、総合的な交
通安全対策を進めることになりました。
三鷹市内では、上連雀・下連雀地区がこ
の「あんしん歩行エリア」に指定されてい
ます。この地域では、以前からコミュニテ
ィ・ゾーンを作るなど、安全対策を進めて
いましたが、今後は平成19年度までに、エ
リア内の死傷事故を約2割抑止（うち、歩行
者・自転車に係わる事故は約3割抑止）する
ことを目標に、三鷹警察と三鷹市が連携し
てさらなる事故抑止策を進めていきます。

あんしん歩行エリア16年度整備予定箇所

16年度整備予定箇所�
あんしん歩行エリア�

三鷹駅�

玉川上水�

至吉祥寺駅→�←至武蔵境駅�

三
鷹
産
業
プ
ラ
ザ�

市道第124号線�

市道第14号線�
（赤鳥居通り）�

市道第137号線�
（電車庫通り）�

市道第139�号線（新道北通り）�

「あんしん歩行エリア」の
安全対策メニュー

e

年
末
調
整
・
支
払
調
書
に
つ
い

て
は
武
蔵
野
税
務
署
1
53
―
１
３

１
１
・
給
与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て

は
三
鷹
市
市
民
税
課
市
民
税
係
1

内
線
２
３
４
７
へ

税
務
署
の「
所
得
税
の
青
色

決
算
説
明
会
・
消
費
税
等

説
明
会
」

◆
武
蔵
野
税
務
署
（
武
蔵
野
市
吉
祥

寺
本
町
３
―
27
―
１
）
12
月
６
日
b

①
午
前
10
時
〜
正
午
、
②
午
後
１
時

30
分
〜
３
時
。
12
月
９
日
e
⑦
午
前

10
時
〜
正
午
、
⑧
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
。

◆
小
金
井
市
商
工
会
館
（
小
金
井
市

前
原
町
３
―
33
―
25
）
12
月
７
日
c

③
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
、
④
午
後

１
時
30
分
〜
３
時
30
分
。

◆
三
鷹
市
公
会
堂
別
館
（
野
崎
１
―

１
―
１
）12
月
８
日
d
⑤
午
前
10
時

第
1
6
7
回
東
京
都
都
市
計

画
審
議
会
の
傍
聴
者
募
集

▽
12
月
22
日
d
午
後
１
時
30
分
か
ら

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
特
別
会
議
室

Ａ
で
。
付
議
予
定
案
件
は
東
京
都
市

計
画
特
定
街
区
（
丸
の
内
一
丁
目

〈
そ
の
２
〉
特
定
街
区
）
ほ
か
。
く

わ
し
く
は
東
京
都
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
。

※
三
鷹
市
域
に
関
連
す
る
案
件
は

あ
り
ま
せ
ん
。

▼
11
月
30
日
c
（
必
着
）
ま
で
に
往

復
は
が
き
で
「
〒
163
―
８
０
０
１
東

京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策

部
都
市
計
画
課
計
画
監
理
係
」
へ
郵

送
で
申
し
込
む
。
定
員
15
人
。（
定

員
を
超
え
た
場
合
は
12
月
８
日
d
に

都
庁
会
議
室
で
公
開
抽
選
）。

e

同
課
1
03
―
５
３
８
８
―
３

２
２
５


